
この度、大江橋法律事務所とウエストロー・ジャパンは、企業にとっての重要な経営資産である知的財産をテーマに、下記の要領にてリーガル
セミナーを開催いたします。
本セミナーでは、ライセンス契約、近時の知財重要判例をテーマにとりあげます。
ライセンス契約に関しては、民法及び特許法の改正動向をも踏まえた対応を検討する必要が生じていることに鑑み、実務的に留意すべき
事項を含めて解説を行います。近時の知財重要判例に関しては、最高裁・知財高裁判例を中心に、法務部・知的財産部による知的財産マネジ
メントにとって重要な示唆を与える判例をピックアップし、解説を行います。
本セミナーが企業法務・知的財産部門の皆様方の実務に少しでもお役立ていただければ誠に幸いでございます。皆様のご参加を心より
お待ち申し上げます。

大江橋法律事務所 ウエストロー・ジャパン共催 知的財産法セミナーのご案内

日 時 ： 2013年 6月7日（金）　13：30～17：00（開場 13：00）
会 場 ： AP大阪駅前梅田 1丁目（地下2階「APホール」）
  大阪府大阪市北区梅田 1 -12 -12  東京建物梅田ビル地下 1F・2F　  　　  　　　　　
  URL ： http://www.ap-osakaekimae.com/info/access.html
申 込 先 ： webサイトよりお申し込みください。 http://www.westlawjapan.com/event/seminar/130607.html
定　  員： 120名  ※申込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスにお送りします。
参 加 費 ： 無料

プログラム 
13：30～13：35　　ご挨拶
13：35～14：50　　ライセンス契約
14：50～15：1 0　　コーヒーブレイク
15：10～15：40　　アメリカ法DB ： Westlaw Internationalで確認するライセンス契約の書式と、近時の知財判例
15：40～17：00　　近時の知財重要判例

プログラム内容・時間は都合により変更される場合があります。

本セミナーは、企業の知的財産部門、法務部門のご責任者ならびに実務ご担当者を対象としています。個人のお客様や同業者（社内弁護士を除く）の方につきまし
てはご参加をお断りしますので、予めご了承ください。応募多数の場合は抽選にて決定しますが、抽選の際は一社につき2名様までとさせていただきます。抽選結果
につきましては、お申込時にご登録いただいたメールアドレスに、開催1週間くらい前にお送りします。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

ウエストロー・ジャパン株式会社
商品詳細：www.westlawjapan.com  お問い合せ：support@westlawjapan.com　0120-100-482（月～金9:00～18:00）
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大江橋法律事務所 ウエストロー・ジャパン共催 知的財産法セミナーのご案内
プログラム 
13：30～13：35　 ご挨拶
13：35～14：50　 ライセンス契約
　　　　　　　　先日公表された「民法（債権関係）改正に関する中間試案」でもライセンス契約についての項目を設けること
　　　　　　　　などが提案されています。また、最近、特許法が改正されて当然対抗の制度が設けられました。このように
　　　　　　　　ライセンス契約については新しい動きもありユーザーの関心も高いことと思います。本セミナーではライ
　　　　　　　　センス契約を正しく理解し、有用なライセンス契約を締結するためのガイドラインを提供します。
　　　　　　　　大江橋法律事務所　平野 惠稔 弁護士

14：50～15：10　 コーヒーブレイク
15：10～15：40　  アメリカ法DB ： Westlaw Internationalで確認するライセンス契約の書式と、近時の知財判例
　　　　　　　　日本法から少し話題が変わりますが、海外とのライセンス契約においても重要なライセンス契約の際の契約書の
　　　　　　　　ひな型。弊社製品Westlaw Internationalには、そうしたコンテンツも収録されておりますので、この機会に
　　　　　　　　ご紹介致します。また、後半では、米国内の最新の知財関連判例と、その追跡調査方法について、ご紹介いたします。
　　　　　　　　ウエストロー・ジャパン（株）　上田 茂斉　コンサルティンググループ マネージャー

15：40～17：00　 近時の知財重要判例
　　　　　　　　知的財産の重要性が益々提唱される中、知的財産法に関する重要判例が次々と出されています。本セミ
　　　　　　　　ナーでは、ここ数年に最高裁・知財高裁等によってなされた重要判例（特許権・著作権・営業秘密等）を概観
　　　　　　　　し、判例を踏まえて企業が実務的に留意すべき対応策等を解説いたします。
　　　　　　　　大江橋法律事務所　重冨 貴光 弁護士

駐車場はございませんので、
公共交通機関をご利用ください。

・JR「大阪駅」　　　　　　　  中央南口より徒歩約2分
・JR東西線「北新地駅」　　　  東改札口より徒歩約3分
・地下鉄御堂筋線「梅田駅」　　南改札より徒歩約2分
・地下鉄四つ橋線「西梅田駅」　北改札より徒歩約3分

会場アクセス

大江橋法律事務所
平野 惠稔 弁護士
1987年京都大学法学部卒業／1989年弁護士登録／1993年米国ペンシルベニア大学ロー
スクール卒業（LL.M.）／1994年ニューヨーク州弁護士登録

重冨 貴光 弁護士
1997年大阪大学法学部卒業／1999年弁護士登録／2003年米国ワシントン大学（シアトル）
ロースクール知的財産法修士課程修了（IP LL.M.）／2005年ニューヨーク州弁護士登録

ウエストロー・ジャパン株式会社
上田 茂斉 コンサルティンググループ マネージャー
法律事務所、大手企業、官公庁、大学・法科大学院を対象に〈Westlaw Japan〉および
〈Westlaw International〉を中心に据えたリーガルリサーチ関連の講習及びトレーニング
セミナーを担当。

・地下鉄谷町線「東梅田駅」　中東改札・中西改札より徒歩約2分
・阪急「梅田駅」　　　　　　2F中央改札口より徒歩約5分
・阪神「梅田駅」　　　　　　東・西改札口より徒歩約2分


